
北海道電力株式会社

No. 条文
まとめ資料

ページ番号

比較表

ページ番号
適正化予定内容

1 12条 - とりまとめた資料-3

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…ドライウェル側の徐熱を考慮せず…

正：…ドライウェル側の除熱を考慮せず…

2 12条 - 12-3

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：【大飯】】

正：【大飯】

3 12条 - 12-11

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…号機間で共用…

正：…号炉間で共用…

4 12条 - 12-12 記載の参考としている女川の液体窒素蒸発装置についての記載（12-14ページ）を本ページに再掲する。

5 12条 - 12-24

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…系統を表現…

正：…系統と表現…

6 12条 - 12-30 記載の参考としている女川の液体窒素蒸発装置についての記載（12-31ページ）を本ページに再掲する。

7 12条 - 12-37

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…記載の通り…

正：…記載のとおり…

8 12条 - 12-56

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…原子炉冷却材時…

正：…原子炉冷却材喪失時…

9 12条 - 12-64，65

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：女川審査実績の相違

正：女川審査実績の反映

10 12条 - 12-72

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：設備敬称の相違

正：設備名称の相違
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No. 条文
まとめ資料

ページ番号

比較表

ページ番号
適正化予定内容

11 12条 - 12-87

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…評価を期待雄する両者を実施し,…

正：…補修を期待する両者を実施し,…

12 12条 12条-54 12-89

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：2.1.2（2）,（3）…

正：2.1.2.1（2）,（3）…

13 12条 12条-58 12-93

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…単一設計箇所への対応ついて，…

正：…単一設計箇所への対応について，…

14 12条 12条-58 12-93

以下の記載を修正する。④※２の記載。（下線部参照）

誤：…点検するためにポーラークレーン上に…

正：…点検するために格納容器ポーラクレーン上に…

15 12条 12条-64 12-99

以下の記載を修正する。d.の記載。（下線部参照）

誤：…おいては，原子炉冷却材喪失事故後の再循環切替え…

正：…おいては，原子炉冷却材喪失後の再循環切替え…

16 12条 12条-65,66 12-102

以下の記載を修正する。（下線部参照。第2.1.3.7図と第2.1.3.4表中の計７カ所）

誤：逆止弁〇台，〇台の逆止弁

正：逆止弁〇個，〇個の逆止弁

17 12条 - 12-107

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：【大飯，女川】設備の相違　・解析結果の相違

正：【大飯，女川】設備の相違　・プラント固有の解析結果

18 12条 12条-75 12-109

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…判断基準と同程度であり，…

正：…判断基準を下回り，…

19 12条 - 12-118

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：泊３号機は，

正：泊３号炉は，

20 12条 - 12-142

作業エリア内FPからの被ばくを「大気中に放出されたFPからの被ばく」に含めているのは伊方ベースのため，相

違理由に（伊方と同様の集計方法）と記載する。（大飯３／４号炉の欄に伊方３号炉の表を貼り付け

る。別紙（No.20）参照。）
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No. 条文
まとめ資料

ページ番号

比較表

ページ番号
適正化予定内容

21 12条 12条-109 12-147

以下の記載を削除する。（下線部参照）

誤：…でも，T.P.約13.7m に相当する水位…

正：…でも，T.P.13.7m に相当する水位…

22 12条 - 12-152，153

ヒアリングコメント回答リストNo.16（ID：230215-04）において，「先行審査実績（島根２号炉）を踏

まえ，…」と記載しているが，相違理由に具体的な以下の記載を赤字で追加する。

・島根２号炉まとめ資料の「表2.2.1-2安全施設（重要安全施設を除く）（１／３）～（３／３）」の

記載を参考として，新たに共用とする設備を示す注記を付記した。

なお，参考とした島根２号炉まとめ資料の当該ページは別紙（No.22）のとおり。

23 12条 - 12-167

相違理由に以下の記載を赤字で追加する。

【女川】

設計方針の相違

・女川に共用を取り止める設備はない

24 12条 - 12-別紙1-1-2

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：B（女川原子力発電所２号炉の欄の青枠）

正：A

25 12条 - 12-別紙1-1-13

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：C（女川原子力発電所２号炉の欄の青枠及び相違理由）

正：D

26 12条 12条-別紙1-6-2 12-別紙1-6-2

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：… に対し上記の通り0.005～0.04MPa 程度であり，…

正：… に対し上記のとおり0.005～0.04MPa 程度であり，…

27 12条 12条-別紙1-6-2 12-別紙1-6-2

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：… 以下の通り本タンクに求められる…

正：… 以下のとおり本タンクに求められる…

28 12条 - 12-別紙1-7-2,3 参考とした伊方３号炉まとめ資料の当該ページを取り込みます。別紙（No.28）に添付します。

29 12条 - 12-別紙1-8-1,2,3 同上（別紙（No.29））

30 12条 - 12-別紙1-11-10

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：前述からの結果の通り…

正：前述からの結果のとおり…

31 12条 12条-別紙1-12-2 12-別紙1-12-2

以下の記載を修正する。（下線部参照）

旧：…，現行の安全解析における最高圧力約0.241MPa[gage]を下回ることを確認した。

新：…，現行の安全解析における最高圧力約0.241MPa[gage]を上回らないことを確認した。
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No. 条文
まとめ資料

ページ番号

比較表

ページ番号
適正化予定内容

32 12条 12条-別紙1-12-10 12-別紙1-12-10

以下の記載を修正する。（３）d.の記載。（下線部参照）

誤：…を変更したことにより，原子炉冷却材喪失事故時の…

正：…を変更したことにより，原子炉冷却材喪失時の…

33 12条 12条-別紙1-12-10 12-別紙1-12-10

以下の記載を修正する。（３）e.の記載。（下線部参照）

誤：影響評価については，原子炉冷却材喪失事故時の…

正：影響評価については，原子炉冷却材喪失時の…

34 12条 - 12-別紙1-12-11

相違理由の以下の記載（緑字）を削除する。合わせて比較表の緑枠も削除する。（大飯と同じため）

【大飯】

記載表現の差異

・評価過程は同等である。

35 12条 12条-別紙1-12-17 12-別紙1-12-16

以下の記載を修正する。（４）b.の記載。（下線部参照）

誤：…を変更したことにより原子炉冷却材喪失事故時の…

正：…を変更したことにより原子炉冷却材喪失時の…

36 12条 - 12-別紙1-12-19
相違理由欄に，「（スカイシャイン線について）伊方３号と同様」と記載したので，伊方３号炉まとめ資料

の当該ページを参考に取り込みます。別紙（No.36）に添付します。

37 12条 - 12-別紙1-12-29

相違理由の以下の記載（赤字）を削除する。合わせて比較表の赤枠も削除する。（大飯と同じため）

【大飯】設計の相違

・評価内容は同一であり，解析結果の数値がプラント固有のもので相違している。

38 12条 12条-別紙1-12-27 12-別紙1-12-30

以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：「可燃性ガスの発生」解析は，原子炉冷却材喪失事故時の…

正：「可燃性ガスの発生」解析は，原子炉冷却材喪失時の…

39 12条 - 12-別紙1-14全て

以下の記載を修正する。比較表の発電所名の欄。（下線部参照）

誤：伊方原子力発電所３号炉

正：伊方発電所３号炉

40 12条 ₋ 12-別紙1-14-2

相違理由の以下の記載を修正する。（下線部参照）

誤：…本資料13pに記載の通り既許可…

正：…本資料13pに記載のとおり既許可…
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別紙（No.20）



 

12条-2.2-4 

表 2.2.1-2 安全施設（重要安全施設を除く）（１／３） 

設備 
重要度 
分類 

共用／ 
相互接続 

中央制御室遮蔽 MS-1※１ 共用（１，２号炉） 

２号炉 

燃料取扱及び

貯蔵設備 

燃料プール PS-2 

共用 

（１号炉と共用） 

燃料プール冷却系 PS-3※２ 

燃料取替機 PS-2 

原子炉建物天井クレーン PS-2 

電気設備 

220kV 送電線 PS-3 共用 

（１，２，３号炉） 220kV 開閉所 PS-3 

66kV 送電線 PS-3 

共用（１，２号炉） 66kV 開閉所 PS-3 

予備変圧器 PS-3 

通信連絡設備 

局線加入電話設備※３，電力保安通信用

電話設備※３，衛星電話設備※４，無線

通信設備※３，専用電話設備※４ 

MS-3 
共用 

（１，２，３号炉） 

発電所補助施

設 

復水輸送系 PS-3 
相互接続 

（１-２号炉） 

所内ボイラ PS-3 共用（１，２号炉） 

所内蒸気系 PS-3 
相互接続 

（１-２号炉） 

（消火設備） 

水消火設備（補助消火水槽，サイトバ

ンカ建物消火タンク） 

 

MS-3 

相互接続 

（１-２号炉） 

（消火設備） 

泡消火設備※３ 

 

MS-3 

共用 

（１，２，３号炉） 

 

H1999070
テキストボックス
別紙（No.22）



 

12条-2.2-5 

表 2.2.1-2 安全施設（重要安全施設を除く）（２／３） 

設備 
重要度 

分類 

共用／ 

相互接続 

２号炉 

液体廃棄物処

理系 

（タンク） 

床ドレン・タンク 

機器ドレン・タンク 

機器ドレン処理水タンク 

ランドリ・ドレン収集タンク 

ランドリ・ドレン・サンプル・タンク 

ランドリ・ドレン・タンク 

化学廃液タンク 

凝縮水受タンク 

処理水タンク 

トーラス水受入タンク 

 

PS-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
共用 

（１号炉と共用） （ろ過・脱塩器） 

機器ドレンろ過脱塩器 

凝縮水ろ過脱塩器 

機器ドレン脱塩器 

凝縮水脱塩器 

ランドリ・ドレン脱塩器 

ランドリ・ドレンろ過器 

 

PS-3 

 

 

 

 

 

（濃縮器） 

床ドレン濃縮器 

化学廃液濃縮器 

ランドリ・ドレン濃縮器 

 

PS-3 

 

 

２号炉 

固体廃棄物処

理系 

（タンク） 

ランドリ・ドレン濃縮廃液タンク 

濃縮廃液タンク 

原子炉浄化系樹脂貯蔵タンク 

復水系樹脂貯蔵タンク 

復水系スラッジ貯蔵タンク 

復水スラッジ分離タンク 

機器ドレン・スラッジ分離タンク 

 

PS-3 

 

 

 

 

 

 

共用 

（１号炉と共用） 

ドラム詰装置 PS-3 

ランドリ・ドレン乾燥機 PS-3 

 



 

12条-2.2-6 

表 2.2.1-2 安全施設（重要安全施設を除く）（３／３） 

設備 
重要度 

分類 

共用／ 

相互接続 

固体廃棄物処

理系 

雑固体廃棄物処理・焼却設備※３ PS-3 

共用 

（１，２，３号炉） 
サイトバンカ※３ PS-3 

固体廃棄物貯蔵所※３ PS-3 

２号炉 

放射線管理施

設 

（プロセス放射線モニタリング設備） 

液体廃棄物処理排水モニタ 

 

MS-3 
共用 

（１号炉と共用） 
（エリア放射線モニタリング設備） 

中央制御室モニタ 

廃棄物処理制御室モニタ 

 

MS-3 

 

放射線管理施

設 

（試料分析関係設備） 

放射能測定室※３ 

 

MS-3 

共用 

（１，２，３号炉） 

（プロセス放射線モニタリング設備） 

サイトバンカ建物排気筒モニタ※３ 

 

MS-3 

（エリア放射線モニタリング設備） 

サイトバンカ建物エリアモニタ※３ 

 

MS-3 

（環境モニタリング設備） 

モニタリング・ポスト※３ 

放射能観測車※３ 

気象観測設備※３ 

 

MS-3 

 

 

※１：中央制御室遮蔽は MS-1だが，設置許可基準規則第 12 条の解釈 11に従

い，「重要安全施設に該当しない」ものとする。 

※２：燃料プール入口逆止弁は MS-2。 

※３：島根２号炉の既許可後に島根３号炉と共用することとなった設備を示す。 

なお，当該設備の号炉間共用は，島根３号炉にて許可済である。 

※４：当該設備は今回新たに共用とする設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 

第１２条 安全施設（別紙１－７） 

12-別紙 1-7-2 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

【参照：伊方３号炉（12条－添 1－20pより）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】 

記載内容の相違 

・記載の充実（※２にフ

ィルタユニットについ

ての記載を追加したこ

と（高浜１～４号炉，伊

方３号炉と同様），及び

最新の NUCIA 調査結果

として，島根２号と敦

賀１号の２件名を次頁

に追記した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙（No.28） 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 

第１２条 安全施設（別紙１－8） 

12-別紙 1-8-1 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

 大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

２．４ 運用・管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）現状の保全状況 

劣化メカニズムまとめ表（原子力安全推進協会）を基に、今

回対象となったアニュラス空気浄化設備のダクトの一部の経年

劣化事象及び現状の保全項目について整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－７に、経年劣化事象及び現状の保全項目を示す。 

 

（２）運用・管理 

現状、アニュラス空気浄化設備のダクトについて、適切な運

用・管理を実施しており、これにより当該機器の健全性は確

保・維持できる。 

 

表２－８に運用・管理について示す。 

また、上記４．（１）のとおり、大飯発電所３号炉及び４号

炉における過去の故障実績について当社データベース上を調査

したが、当該箇所に故障実績は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照：伊方３号炉（12条－添 1－20pより）】 

 

ａ．現状の保全状況 

劣化メカニズム整理表（原子力安全推進協会（旧 日本原子力

技術協会）とりまとめ）をもとに、今回対象となったアニュラ

ス空気再循環設備、安全補機室空気浄化設備及び中央制御室非

常用給気系統のダクトの一部並びに安全補機室排気フィルタ

ユニット及び中央制御室非常用給気フィルタユニットの経年

劣化事象及び現状の保全項目について整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1－8 

 

アニュラス空気浄化設備と換気空調設備のうち 

中央制御室非常用循環系統にかかる運用，管理 

 

 

 

 

 

(1）現状の保全状況 

劣化メカニズム整理表（原子力安全推進協会）を基に，今回

対象となったアニュラス空気浄化設備のダクト，中央制御室非

常用循環フィルタユニット及び中央制御室非常用循環系統ダク

トの経年劣化事象及び現状の保全項目について整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 に経年劣化事象及び現状の保全項目を示す。 

 

(2）運用，管理 

現状，アニュラス空気浄化設備のダクト，中央制御室非常用

循環フィルタユニット及び中央制御室非常用循環系統ダクトに

ついて適切な運用・管理を実施しており，これにより当該機器

の健全性は確保・維持できる。 

表2 に運用・管理について示す。 

また，別紙1－7のとおり，泊発電所３号炉における過去の故

障実績について当社データベース上を調査したが，当該箇所に

故障実績は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

【女川】記載内容の相違 

・記載充実（大飯参照） 

【大飯】記載表現の相違 

・本資料は，大飯では，

別添資料１の２．４ 

に記載の内容であり，

泊では，別紙 1－8とし

た。（補足説明に関する

部分は，女川と同様に

別紙とした） 

【大飯】記載表現の相違 

・資料名の適正化（“ま

とめ表”は劣化事象ま

でしか示していないが

“整理表”ではそれに

加え保全項目も整理さ

れている。伊方３号炉

及び川内１，２号炉も

同様に“整理表”） 

【大飯】設備の相違 

・単一故障を想定する

設備の相違 

【大飯】記載表現の相違 

・付番の相違（以下同

様） 

【大飯】設備の相違 

・単一故障を想定する

設備の相違 

 

 

【大飯】記載箇所の相違 

・資料構成による記載

箇所の相違 

【大飯】記載表現の相違 

・発電所名称の相違 

 

 

 

 

別紙（No.29） 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 

第１２条 安全施設（別紙１－8） 

12-別紙 1-8-2 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

 大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

【参照：伊方３号炉（12条－添 1－22pより）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】 

設備の相違 

・単一故障を想定する

設備の相違 

・設備の相違による経

年劣化事象，部位，保全

項目の相違 

（フィルタユニットは

高浜１～４号炉，伊方

３号炉と同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 

第１２条 安全施設（別紙１－8） 

12-別紙 1-8-3 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

 大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

【参照：伊方３号炉（12条－添 1－22pより）】 

 

 

 

 

 

【大飯】 

設計方針の相違 

・単一故障を想定する

設備の相違 

・設備運用管理の相違 

（フィルタユニットは

高浜１～４号炉，伊方

３号炉と同様。） 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 

第１２条 安全施設（別紙１－12） 

12-別紙 1-12-19 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：伊方３号炉（12条－添 1－63pより）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】設計の相違 

・被ばく経路の相違。 

泊３号においては，外

部遮へいトップドーム

部の遮蔽厚が薄いた

め，スカイシャイン線

の影響を別途計算する

必要がある。対して大

飯３／４号において

は，トップドーム部の

遮蔽が十分厚いため，

スカイシャイン線は直

接線のビルドアップに

含まれる形で計算され

る。（伊方３号とは泊３

号は同様である） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙（No.36） 




